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はじめに 

ハンセン病問題と私たちのあゆみ１５年 

○ハンセン病療養所を訪ねて、退所者を訪ねて１５年 

療養所を訪ねてお思うこと（各々の療養所の創意）訪問順に 
⻑島愛生園（岡山県）・菊池恵楓園（熊本県）・星塚敬愛園（鹿児島県） 
大島⻘松園（⾹川県）・多磨全生園（東京都）・沖縄愛楽園（沖縄県） 
邑久光明園（岡山県）・栗生楽泉園（群⾺県）・松丘保養園（⻘森県） 
韓国・小鹿島（ソロクト）病院 

 

映像視聴 映画「もういいかい」 

○ハンセン病市⺠学会設立（会員として１２年 出会いと学び） 

「無らい県運動」にふれて戦前・戦後の特徴 
※本妙寺事件 
※菊池事件（菊池恵楓園） 映画『新あつい壁』 
※龍田寮事件（菊池恵楓園）⿊髪事件 
※重監房（特別病棟）（栗生楽泉園） 
※朝鮮人罹患者二重苦悩 

 

○知ってるつもり？ 最近学び得たこと 

生田⻑江、藤田まさと、斎藤秀雄、宮崎 駿、村田和也 
（ハンセン病罹患者の生き方、縁を持ち、影響を受けて生きた人） 

 

○残された課題 

１．私たちの社会に残るハンセン病に対する偏見や、回復者・家族に対する差別 
（加害者の役割を果たしてきた）私たち一人ひとりの責任問題。 

２．裁判所の責任という問題。熊本地裁判決から１５年を経ても、裁判所からの責
任について何らの意思表明もしていない。 

３．菊池事件の再審問題。この問題は最も困難な課題であるが重要な問題。 



■「本妙寺事件」とは 

1940 年（昭和 26 年）7 月 9 日、熊本県熊本市⻄郊の日蓮宗本妙寺近辺のハンセン病患者

が多く住む集落から、１５７名の患者らを強制収容し、全国の療養所に分散した事件。熊本

ではあまり熱心でなかった、無癩県運動の一環として、また皇紀二千六百年の記念事業や近

づいてくる戦争準備への一環と考えられている。 

 

■「菊池事件」とは 

1951 年（昭和 26 年）年に熊本県菊池郡水源村（現在の菊池市の一部）で発生した爆破事

件および殺人事件。 国立ハンセン病療養所「菊池恵楓（けいふう）園」（熊本県）への入

所勧告を受けていた男性（当時４０歳）の姓から「藤本事件」とも呼ばれる。 

被告人は、無実を訴えながら殺人罪などで１９６２年に死刑になった。ハンセン病患者で、

差別に基づく冤罪の可能性が指摘される事件である。 

 

■「龍田寮事件」とは 

1953 年（昭和 28 年）におきた、熊本県熊本市⿊髪町にあった龍田寮の児童（⽗⺟がハ

ンセン病療養所菊池恵楓園の児童、いわゆる未感染児童）の通学拒否事件。人権・教育権・

医療と科学など重要な課題を、学校、教育⾏政、⽗⺟、地域住⺠、さらに国政の場にも投げ

かけた、全国的に注目された問題であった。学校の名前をとって⿊髪事件ともいう。 

 

■「アイレディース宿泊拒否事件」とは 

2003 年 9 月、熊本県主催の「ふるさと訪問事業」で宿泊を予定していた「アイレディー

ス宮殿⿊川温泉ホテル」が「他の宿泊客に感染する恐れがある」とし、恵楓園入所者１８人

の宿泊を拒否するという差別事件。 2004 年 2 月 16 日には同ホテルを旅館業法違反によ

り営業停止処分とする方針が発表され、アイスターは同ホテルの廃業を表明した。熊本地方

検察庁は３月 29 日、旅館業法違反容疑により、アイスター元社⻑（事件当時の社⻑）であ

る⻄山栄一、同ホテルの総支配人、法人としてのアイスターを略式起訴、熊本地方裁判所は

三者に対し、罰金 2 万円の略式命令を下した。 

 

 

 

 

 



■ハンセン病の歴史 

 
１９０７年（明治４０年） 法律第１１号「癩予防ニ関スル件」制定、２年後に施⾏。 
１９０９年（明治４２年） 連合府県立の公立療養所が全国 5 ヵ所に設立（1100 床） 
１９１５年（大正 ４年） 全生病院にて断種手術開始。 
１９１６年（大正 ５年） 予防法の施⾏細則改正、療養所⻑に懲戒検束権付与。 
１９１７年（大正 ６年） イギリス人宣教師コンウォール･リーが草津・湯之沢に聖バ 

ルナバ医院を設立。 
１９１９年（大正 ８年） 内務省ハンセン病患者一⻫調査、総数１６，５３５人。 
１９３０年（昭和 ５年） 岡山県に国立⻑島愛生園開園（初めての国立病院） 
１９３１年（昭和 ６年） 「癩(らい)予防法」改正。全患者を強制隔離の対象とする。 
１９３６年（昭和１１年） 「無らい県運動」高まる。 
１９４０年（昭和１５年） 本妙寺事件 １５７名の患者らを強制収容 
１９４３年（昭和１８年） アメリカでプロミンの有効性報告される。 
１９４６年（昭和２１年） 日本国憲法公布。（患者に選挙権が与えられる） 
１９４７年（昭和２２年） プロミンが国内で使用され始める。 
１９４８年（昭和２３年） 優生保護法で患者の断種･妊娠中絶を合法化。 
１９５１年（昭和２６年） 全国の全患者による自治組織「全患協」設立。 

 藤本事件おこる。 
１９５３年（昭和２８年） 「らい予防法」改正闘争。（「らい予防法」の改定案が上程、 

一度は廃案になるが再提案され、患者側は反対デモ、ハン 
ストなどで抵抗したが成立。） 

１９５３年（昭和２８年） ⻯田寮児童通学拒否事件（⿊髪事件）おこる。 
１９５６年（昭和３１年） ローマ国際会議。（隔離政策をやめようと宣言、世界は解放 

治療へ） 
１９６０年（昭和３５年） ＷＨＯ（世界保健機構）外来治療管理の方向を勧告。 
１９８８年（昭和６３年） 邑久⻑島大橋（人間回復の橋）架橋。 
１９９６年（平成 ８年） 「らい予防法」廃止、「らい予防法廃止に関する法律」制定。 
１９９８年（平成１０年） らい予防法違憲国家賠償請求訴訟おこる。 
２００１年（平成１３年） 「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟で、熊本地裁は原告 

勝訴の判決。 
２００３年（平成１５年） アイレディース宿泊拒否事件 
２００5 年（平成１7 年） ハンセン病市⺠学会設立 
 
 
 
 
 
 
 



映画「もういいかい」  

    ハンセン病と三つの法律 （143 分)  2012 年 
 
「病とともに安心して生きていける社会」をつくるためにハンセン病問題は繰り返し語
らなければなりません。 
この映画は、ハンセン病問題の核心を描いたドキュメンタリーです。 
 
 

国はハンセン病患者を療養所に強制隔離し、たとえ治癒しても社会に帰ることを許さ
ない、という政策をとった。 

ハンセン病患者を療養所にとじこめて絶滅させる、というこの政策こそが今日のハン
セン病問題すべての根源である。 

この枠組みを作ったのが次の三つの法律である。 
 
① 「癩予防ニ関スル件」（1907 年、明治 40年） 
② 旧「癩予防法」（1931 年、昭和 6年） 
③ 新「らい予防法」（1953 年、昭和 28 年） 
 
 

ハンセン病とは 

ハンセン病は、らい菌によって起る慢性感染症です。 
1873 年、ノルウェーの医師ハンセンがらい菌を発見したことからこの呼び名があります。 
病原性は弱く、治療薬によって治ります 。現在はインドやブラジルなど比較的貧しい国
に患者が多くいます。 
ハンセン病が昔から差別を受けやすかったのは、顔や手足など、目につきやすいところ
に変形や機能障害が残ったからです。 
 
上記の三つの法律により、ハンセン病は恐ろしく危険な病であるという誤解が定着して
しまいました。 






